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武蔵野教育學論集執筆要項
2013 年 10 月 10 日制定
2016 年  7 月 14 日改正
2019 年  7 月 11 日改正
2021 年  9 月 １ 日改正

１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は、（1）または、（2）を筆頭者とし、他所属の研究者の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）大学院生
（6）その他、編集委員会が認めた者

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな
いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中にお
いて、その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵
害したと認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること。

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。
（2）原稿は１人１編に限る。但し、共同研究に関しては、編集委員会で審議する。
（3）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（4）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。

（5）字数等
　　①頁数・字数
　　　　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
　　　＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
　　　＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
　　　＊図表、写真は適宜文字数に換算する。

＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執
筆者に負担を求めることが出来る。

　　②用語及び文体等
　　　　現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
　　③書式
　　　　別表の書式例参照のこと。
（6）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日ま
でに必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

　　①頁数
４頁以内【 研究作品掲載（カラー）１頁、及びその解説等３頁以内（白黒）】とする。

　　②その他
　　　＊　学術論文に準ずる。
（6）校正

　　　＊　学術論文（6）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。
（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 12 号の執筆・編集から施行する。

では、制作に内在するその運動性に巻き込まれる、あるいは運動性を引き起こすためにはどう
したらよいのであろうか。あるいはどのような態度をとることでそれは可能になるのか。

先に、制作者自身の意識を弱めることによって「物自体」と出会うことができると述べた。私
たちと「物自体」の間にはすでに誰かによって作られた意味や概念の壁が立ちはだかっていて、
私たちはそうした意味や概念によってものの見方を規定されている４。あるいは、私たちの意識
自体があらゆる対象には意味があると思いこみ、無限に析出され続ける意味を取り出そうとする
ことによって、ますます意味や概念の壁を強固に塗り固めているともいえる。言い換えるならば、
世界から意味を取り出そうとする私たちの「素朴な態度」が世界との距離をますます広げ「物自体」
から遠ざけているということである。だからと言って、こうした意味を取り出そうとする態度が
直ちに否定されなければならないわけではない。

例えば、物を作ったり、何かを描いたりする際に制作者は自らの外部にある対象に意識を向け
「見よう」とする。この「私が見る」という行為は、対象にある意味を私が見ようとすることに
相当する。しかし対象の意味を取り出そうと、見れば見るほど、「見る」から「見せられる」と
いう主体の転換が感じられることになる。（「私が」という意識の排除、つまり主語の脱落）これ
は作るということにおいても同様である。ドゥルーズ・ガタリが「物質の流れに従え５」といっ
たように、形が生成してくるプロセス、意味の壁を上塗りする作業に丁寧にしたがっていくこと
で、壁、つまり作品に触れられているように感じることができる。つまり作ろうとすればするほ
ど「作られつつある作品」から発せられる問いかけが多くなり、いつの間にか（気づかぬうちに）「作
らされる」ことになるのである。

そしてこうした意識の変容を支えるのが「見ることと」「作ること」という目と手の連動である。
見たものを、そのままに作ることができるような訓練。あるいは「作られつつある作品」からの
問いかけに応じていくためのプラクティス。こうしたプラクティスの精度や感度を高め、プラク
ティスの連続性を得ていくためには身体、あるいは感受性の訓練が必要なのである。そしてプラ
クティスの先で生成してくる意味や生成される形に触れること、触れられることができるように
なるのである。言ってみれば、プラクティスからポイエーシスへの跳躍である。

その考えると「主体の意識を弱める」とは、単に、考えることを停止するという思考の中断で
はない。逆説的だが、徹底的に思考していくこと、対象に意識を向け、細分化していくことは身
体によって対象に寄り添いながら積極的に形の生成の流れに身を任せていくことを意味する。

ところで、こうした制作における主体の転換という作用は「制作者からの働きかけ」だったも
のが、今度は「対象からの働きかけ」という線形的で因果性をもったものではない。そうではな
くて、それらは往復、反転、循環、絡み合うという複雑系であり、単純には要素還元しえない創
発性を持ち、制作の運動性というエネルギーの渦を自ずから生じさせるのである。それゆえ制作
過程における運動性は「見せられたり」「作らされたり」するわけではなくて、見るほどに「見える」
ように、作るほどに「作れる」「できる」ようにといった能動でも受動でもない中動相的な意識６

を浮上させるのである。言い換えるならば、固定された「私」が「世界」と「私」の間に投げ出され「宙
づり」にされることで制作者として生成変容する私を生成するのである。そしてこの「宙づり」
の状態に投げ出されることで顕になると同時に私の生成を支えるものが「知覚（装置？）として
身体」である。こうした「知覚としての身体」を制作というプラクティスによって生成すること
で宙づり状態に滞留し、溺れることなく泳ぎ続けることができるのである。

ところでこうした制作過程に巻き起こる渦はメタファーとしても読めるが、完全なメタファー
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であるわけではない。渦は制作者と世界の間にある流体としての世界の姿である。インゴルドは
流体としての世界を「ウェザーワールド」と呼んだが、「ウェザー」とは「天気」や「空と空気」
を意味するとともに動詞としての「変転する」や「移り変わる」といった意味も有する。つまり「ウェ
ザーワールド７」とは大気と大地が入り混じり、生成変容する世界のことなのである。そうであ
るから、制作過程において巻き起こる渦は、メタファーなどではなく、「ものがただのものとして」、
あらゆるものの境界が崩れ去った無分節の状態の可視化なのである。こうした変容のプロセスに
ついて西平直は東洋哲学や稽古の思想を深く読み解きながら「いわば、すべての事物が流動的に
なる。言語によって分節されていた区切りが解け始め、独立した実体としての境界線が消えてゆ
く。」といい、また「流動的な世界を回復してゆくプロセスである８」と述べる。

つまり制作の運動性に巻き込まれることで、それまで意味という図によって背景に隠されてい
た豊饒な世界、流動する世界が見えるようになるのである。そのことはクレーが「芸術は見えな
いものを見えるようにすることである」と語ったように、それまで見えていなかったものの世界、
生成変容する抽象的な美の世界の探究を意味するのである。

このように、制作過程に巻き起こる渦によって制作者は生成変容する世界に内在し、持続する
私を生成しながら生の瞬間において、ものそのものがあることの美的な探究を行い続けているの
である。

中間に生成する

生　井　亮　司
NAMAI Ryoji

制作者ははじめから「制作者」であるわけではない。「制作すること」によって初めて「制作者」
になるのである。そして制作者（作る人）として立つことが、世界に内在して生きることを可能
にする。

アートにおいて試みられるリサーチは制作者自体が、アート制作の過程の渦１に巻き込まれ、
その過程の中で制作者自身が攪拌され変容することによってこそ可能になる。

制作の過程とは「作られつつある作品」として形象化された他者と制作者による協働作業であ
る。制作者は「作られつつある作品」のエージェントとしての主体であるのだが、一方で「作ら
れつつある作品」も単なる客体ではなく、他者として制作者に働きかけてくる主体でもある。こ
うしたそれぞれが主体として働きかける「あいだ」において生じる動き、運動性に巻き込まれる
ことを制作者がアート制作の過程に巻き込まれることと考える。

しかしながら、単に制作をはじめさえすればこのような制作実践に渦巻く運動性の中に巻き込
まれるわけではないし運動は初めから存在するわけではない。また場合によっては制作者は制作
という運動に巻き込まれることなく制作実践の外部に立ったままでいることもある。そうした態
度は質量形相論モデル（The hylomorphic model）に留まっていることを示している。インゴル
ドが制作におけるそれを批判的に捉えながら、「形相は心のうちに何らかのデザインをもったエー
ジェントが押しつけるものとされ、他方では不活性な質量が一方的に型を押し付けられる受動的
なものとみなされるようになった２」と述べるように、作品の完成のイメージは制作開始以前に
制作者自身の内部にあり、それを外部にある材料によって表すということに依拠する態度である。
一般的にはこうした制作に対する素朴な認識が散見されるわけだが、もし、制作がそれでよいの
であれば、「自ら作る」（自ずから作らされる）ということの意味はどこにあるのだろうかと問わ
ねばならないし、制作の面白さは作るプロセスでの心の揺れを体感することにある。もちろん現
代の美術制作においては、制作の過程すべてにおいて制作者自ら直に「制作されつつある作品」
に触れることは少なくなっているかもしれない。とはいえ、制作者は制作の現場に立ち、その都
度その都度緊張と迷いの中で判断を下し続けていると考えるならば、直に手を下さなくとも制作
に介入していると認めることは可能であろう。

だからここで取り出してみたいのは、制作過程に制作者自らが内在し、その過程に内在する諸
要素と関わり、制作者自身が変容させられるという存在の仕方においてアート的リサーチ（探究）
の可能性を見出したいということである。「自ら作る」あるいは「作らされる」ということに制
作に探究の可能性と存在の意味を見出したいのである。

そう考えた時に、制作という運動の外部に立ち「習慣に守られ、抑圧された存在」としてある
ことは制作というリサーチの手前で「未来を留保した状態３」にいると言わざるをえない。他方
でアーティストは「自ら作ること」、作ることの過程で何かが起こるかもしれないという予感に
導かれその可能性に賭けて自らを投企しようとしているのである。

中間に生成する（生井）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1  西平直は教育における内と外のつながりを語る中で「反対方向に逆転するという渦が生じるとき、子どもたちは最も成長

すると考えるのである」と述べている。（西平直『臨床教育学』所収「ライフサイクルと臨床教育学」協同出版、p.41）

2  「作ることのティクスティリティ」『思想』2011 年、岩波書店、p.191

3  カトリーヌ・マラブー『ヘーゲルの未来』西山雄二訳、未来社、2005 年、p.88

4  アルベルト・ジャコメッティはそうしたもののことを「幕」と述べ、「幕」がなくなった時に初めてものを見るようになること

ができた。と述べている。

5  G.ドゥルーズ・F. ガタリ『千のプラトー』宇野邦一、小沢秋広、田中敏彦、豊崎光一、宮林寛、守中高明訳、河

出書房新社、1994 年、p.465

6  木村敏・坂部恵『〈かたり〉と〈作り〉－臨床哲学の諸相』河合文化教育研究所、2009 年、p.24

7  Ingold, T(2011). Being Alive: Essays on movement, knowledge and description, Abingdon and N.Y. 

Roultledge, p.120

8  西平直『ライフサイクルの哲学』東京大学出版会、2019 年、p.156
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１　内容
（1）教育及び教職研究に関する学術論文
（2）教育学部所属教員の専門に関する学術論文
（3）その他、編集委員会が認めたもの

２　投稿資格
　学術論文または制作ノートに投稿できる者は、以下の者とする。
（1）教育学研究所研究員及び客員研究員
（2）教育学部専任教員
（3）共同研究の場合は、（1）または、（2）を筆頭者とし、他所属の研究者の執筆も可
（4）教育学研究所から依頼した者
（5）大学院生
（6）その他、編集委員会が認めた者

３　倫理規定
執筆に際しては他人の著作権の侵害、名誉毀損、データの捏造、人権の侵害等の問題を生じな
いように充分に配慮しなければならない。倫理的な配慮が必要とされる学術論文等については、
投稿者が所属する機関等の「倫理審査委員会」で承認を得たものに限り、学術論文等の中にお
いて、その旨を明記しなければならない。なお、万一掲載された執筆内容が他者の著作権を侵
害したと認められた場合、投稿者がその一切の責任を負うものとする。

４　公開
　印刷冊子、および、武蔵野大学のホームページ上等で電子データとして公開する。

５　投稿方法
（1）投稿を希望する者は、指定された期日までに所定の「武蔵野教育學論集投稿申込書」を提

出しなければならない。
（2）原稿は、指定された期日までに所定の書式で作成した完成原稿（紙面に打ち出したもの）

とそのデータを提出しなければならない。
（3）写真や図表は鮮明なものを使用し、完成原稿中にその位置を明示すること。

６　投稿規定
A　学術論文

（1）原稿は未発表のものに限る。
（2）原稿は１人１編に限る。但し、共同研究に関しては、編集委員会で審議する。
（3）原稿は、横書き及び縦書き両方可とし、題目に英訳を併記すること。
（4）同号の制作ノートを投稿した者は、原則として、学術論文を投稿することはできない。

（5）字数等
　　①頁数・字数
　　　　10 ページ程度（注、図表、写真、その他、を含む）を原則とする。
　　　＊横書きの書式は、１ページ 43 字 × 38 行とする。
　　　＊縦書きの書式は、１ページ 30 字 × 25 行の２段組とする。
　　　＊図表、写真は適宜文字数に換算する。

＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執
筆者に負担を求めることが出来る。

　　②用語及び文体等
　　　　現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。
　　③書式
　　　　別表の書式例参照のこと。
（6）校正

原稿は完成原稿を提出するものとし、校正段階では最小限の字句の訂正にとどめるものと
する。校正は原則として執筆者が行い、校正済みの原稿は、編集委員会が指定した期日ま
でに必ず返却しなければならない。

B　制作ノート
（1）研究作品写真を用いた制作ノートを投稿することができる。
（2）研究作品は、原則として、その年度内に制作（展覧会等での発表を含む）したものとする。
（3）同号の学術論文を投稿した者は、原則として、制作ノートを投稿することはできない。
（4）研究作品の題名・制作年などを記し、鮮明な画像（写真又はデータ）を提出するものとする。
（5）頁数等

　　①頁数
４頁以内【 研究作品掲載（カラー）１頁、及びその解説等３頁以内（白黒）】とする。

　　②その他
　　　＊　学術論文に準ずる。
（6）校正

　　　＊　学術論文（6）に準ずる。

７　掲載の採否・順序等
（1）掲載の採否は、査読を経て、編集委員会が決定する。
（2）編集委員会は、原稿の書き直しを求めることが出来る。
（3）掲載順序などの編集は編集委員会が行う。
（4）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に別刷 

20 部ずつを無償で配布することを原則とする。それ以上の部数を希望する場合は、必要部
数をあらかじめ編集委員会に申し込まなければならない。その場合、超過部数に関わる費
用は執筆者の負担とする。

８　その他
その他の事項については、編集委員会で決定する。
本要項は、「武蔵野教育学論集」第 12 号の執筆・編集から施行する。
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武蔵野教育学論集　第12号

＊編集後記
11 月から年末ごろにかけては、東京のコロナ感染者も 30 人ぐらいで落ち着き、このま

ま終息に向かうかと思っていたが、オミクロン株が日本国内でもいよいよ猛威を振るい
始めその割合も高くなる。１月７日のコロナ感染者数は急激に増え、東京が 922 人、沖
縄は1414人となり、１月８・９両日とも東京は1200人を超え、第６次感染の始まりとなり、
１月 19 日には東京だけで 7377 人、22 日には東京だけで１万人を超えてしまった。コロ
ナワクチン２回接種済みでも感染する人が続出。３回目接種が推奨されることとなった
が、接種券はまだ到着せず。昨夏、東京五輪が無観客で開催、今年２月の北京冬季五輪は。
一日も早い疫病退散を願いたい。

ここに第 12 号をお届けします。ご執筆いただきました先生方に感謝申し上げます。

（紀要編集委員　廣瀨・高牧）
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通号 発行年月日 発　行

１ 教育研究所紀要　第１巻第１号 ２０１２・３・１ 教育研究所

２ 教職研究センター紀要 第１巻第１号 ２０１３・３・１ 教職研究センター

３ 第２号 ２０１４・３・１ 教職研究センター

４ 第３号 ２０１５・３・１ 教職研究センター

５ 第４号 ２０１６・３・１ 教職研究センター

６ 武蔵野教育学論集　創刊号 ２０１７・３・１ ＊ 教職研究センター

７ 　　　　　　　　　第２号 ２０１７・８・15 教育学研究所

８ 　　　　　　　　　第３号 ２０１７・９・１ 教育学研究所

９ 　　　　　　　　　第４号 ２０１８・３・１ 教育学研究所

10 　　　　　　　　　第５号 ２０１８・９・30 教育学研究所

11 　　　　　　　　　第６号 ２０１９・３・１ 教育学研究所

12 　　　　　　　　　第７号 ２０１９・10・１ 教育学研究所

13 　　　　　　　　　第８号 ２０２０・３・１ 教育学研究所

14 　　　　　　　　　第９号 ２０２０・10・10 教育学研究所

15 　　　　　　　　　第１０号 ２０２１・３・10 教育学研究所

16 　　　　　　　　　第１１号 ２０２１・10・10 教育学研究所

17 　　　　　　　　　第１２号 ２０２２・３・10 教育学研究所

名　　　称

【武蔵野大学教育学部における紀要発行の歴史】

＊２０１７・４・１より教育学研究所設立により紀要名を先行して改称

日


